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一般財団法人日本規格協会 

 

産業標準案作成対象テーマの審議について 

 

 日本産業規格（JIS）の制定、改正又は廃止のための産業標準案（以下、JIS 案という。）

の作成に着手するに当たっては、当会認定産業標準作成機関 JIS案作成規程に基づき、当

該 JIS案作成対象テーマが適切であることについて、主務大臣による事前調査、及び JSA

事務局による“JIS案の作成開始要件”を満たすことの事前確認を経て、産業標準作成委員会

にお諮りすることとなっております。 

 つきましては、次ページ以降の JIS案作成対象テーマについて、理由（必要性）及び期

待効果、JIS案の作成開始要件への適合状況、作成開始予定などを記載しておりますの

で、JIS案の作成に着手してよろしいかご審議をお願いいたします。また、産業標準作成

委員会の下に JIS素案の調査審議及び作成を行うための WG を設置することについても併

せてご審議をお願いいたします。 

なお、字句等編集上の修正については、産業標準作成委員会事務局に一任いただきます

ようお願いいたします。また、ご承認いただいた JIS案作成対象テーマは、利害関係者に

公表するために JIS作成予定一覧表として JSAウェブサイト掲載いたします。 
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制定 C62733 光源用制御装置に組み込まれ
るプログラム可能な部品－一般
要求事項及び安全要求事項

一般社団法人日本照
明工業会のWG

Programmable
components in light
sources controlgear –
General and safety
requirements

近年、照明用光源のLED化が進展するに伴い、光源用制
御装置にマイコンなどのプログラム可能部品が組み込まれ
ることが増えてきている。一方で、光源用制御装置の機能
安全をこのプログラム可能部品のソフトウェアによって担保
する場合に必要な、当該プログラム可能部品及び機能安
全ソフトウェアに関する技術的な基準が必要であるが、我が
国の照明分野の規格では整備されていない。このため、プ
ログラム可能部品を備えた光源用制御装置の一般及び安
全面での要求事項を規定することで安全性を確保するため
に、国際規格であるIEC 62733（Programmable components
in electronic lamp controlgear – General and safety
requirements）に整合したJISを新たに制定する必要があ
る。

2024年10月JSA 電気 IEC 62733:2015主な規定項目は、次のとおり。
1.  適用範囲
2.  引用規格
3.  用語及び定義
4.  一般要求事項
5.  リスクアセスメント
6.  異常動作及び故障状態に対する要求事
項
7.  ソフトウェアに対する要求事項
8.  EMCイミュニティに対する要求事項
9.  附属書A（規定） ソフトウェア評価
10.  附属書D（規定） リスク分類

－この規格の制定によって、最近の技術の
利用に際しても、より安全な製品が市場に
供給され、使用者への安全・安心の提供
に資する。また国際規格に整合した技術
的な基準を採用することから、国際取引の
円滑化・効率化が図れることで市場の拡
大に寄与することも期待できる。

第2条の該当号：
1（品質、性能）

対象事項：
光源用制御装置に組み

込まれる
プログラム可能な部品

法律の目的に適合し
ている。

利点：
カ、キ

欠点：
いずれも該当しな

い。
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